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1技術部会検討体制

技術基準検討ＷＧ
リーダ：粟野 友文（ＮＴＴ）
（技術基準の検討・実証）

品質・機能ＳＷＧ
主査：千村 保文（沖電気）

安全性・信頼性ＳＷＧ
主査：田中 一寿（日立）

相互接続・運用性ＳＷＧ
主査：小林 中（ＮＥＣ）

次世代ＩＰﾈｯﾄﾜｰｸＳＷＧ
主査：加藤 正文（富士通）

相互接続ＷＧ
リーダ：中野 尚（KDDI）
（相互接続試験の企画、推進、関係機関の調整）技術部会

部会長：後藤 滋樹（早稲田大学教授）
（技術基準・相互接続試験等の推進）

技術部会
部会長：後藤 滋樹（早稲田大学教授）
（技術基準・相互接続試験等の推進）

ＩＰ電話ＳＷＧ
主査：千村 保文（沖電気）

コンテンツ配信ＳＷＧ
主査：小林 中（ＮＥＣ）

固定・移動ｼｰﾑﾚｽＳＷＧ
主査：加藤 正文（富士通）

端末・網ＳＷＧ
主査：入部 真一（日立）

第１期：発足～平成18年度

第２期：平成19年度～現在

技術基準検討ＷＧ
リーダ：堀越 博文※（ＮＴＴ）
（技術基準の検討・実証）

相互接続ＷＧ
リーダ：赤木 篤志※（KDDI）
（相互接続試験の企画、推進、関係機関の調整）

（第５回技術基準検討ＷＧ（平成19年2月14日）でSWGを改編）

※第２期の中途で人事異動に伴い交代



これまでの活動概要＜相互接続ＷＧ＞ 2

相互接続ＷＧの試験等実施フローイメージ

［検討事項］
次世代IPネットワークに関する相互接続試験の企画・推進・関係機関の調整

・次世代IPネットワークの相互接続試験の実施計画の作成・実施体制の検討
・相互接続試験のために必要な関係団体等との連携、各種調整

⇒ 関係団体及び技術基準検討ＷＧ等からの相互接続試験要望をトリガーとした、相互接続
試験の実施フローを検討（相互接続試験要望が顕在化していないため接続試験等は実施せず）

＜技術基準検討ＷＧ＞ ＜相互接続ＷＧ＞

技術基準検討ＷＧへ報告・協議

試験に要する負荷（稼働、費用、参加者）の見積り

試験の実施計画作成
●参加団体、事業者、ベンダー等の案
●必要に応じ、以下のアクション
・参加者の募集
・関係団体等への協力要請、調整

試験ごとに実施チーム編成

・具体的な試験項目・実施手順の検討
・実施場所の確保
・試験実施
・結果集約、レポート作成

技術部会への付議

相互接続ＷＧでの試験が必要

関係団体等からの試験要望

試験結果報告会（適宜、技術基準検討ＷＧと合同）

技術基準検討ＷＧ
の検討課題

NoYes

技術基準等に関する検討

【机上検討のみで結論】 【検証試験等が必要】

報告書へ反映 以下の事項について検討・整理
●試験の目的

(例)・基準値を求めるための実測
・机上検討結果の実地検証 等

●試験の対象ネットワーク、端末
●目標時期

ＷＧメンバーのみ
での実施可能性

試験の計画・実施

Yes

No



これまでの活動概要＜技術基準検討WG＞ 3

［検討事項（第１期：発足～平成18年度）］
０ＡＢ～Ｊ番号を用いるＩＰ電話の技術的条件を中心に検討

○ 品質・機能の確保＜品質・機能SWG＞
○ 安全性・信頼性の確保＜安全性・信頼性SWG＞
○ 相互接続性・運用性の確保＜相互接続・運用性SWG＞
○ その他の主要課題＜次世代IPネットワークSWG＞ → 第2期の活動を見据えた事前検討

⇒ 「平成18年度 技術基準検討ＷＧ 報告書」（平成18年10月20日）のとりまとめ

［検討事項（第２期：平成19年度～現在）］
０５０-ＩＰ電話及び次世代ＩＰネットワーク上で今後提供が期待されているサービスについて検討

○ IP電話に対する技術的条件・技術基準の在り方の検討＜IP電話SWG＞
○ ｺﾝﾃﾝﾂ配信ｻｰﾋﾞｽの基本配信ﾓﾃﾞﾙ・品質条件・輻輳制御等の検討＜コンテンツ配信SWG＞
○ FMCサービスに関する技術基準の方向性・具体化の検討＜固定・移動シームレスSWG＞
○ 端末・ﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸにおける接続性・通信品質・安全性・利便性の確保＜端末・網SWG＞

⇒ 「平成19年度 技術基準検討ＷＧ 報告書」（平成19年12月28日）のとりまとめ

⇒ 「フェムトセル基地局を利用した携帯電話サービスを円滑に提供するための運用ガイドライ
ン」 （平成20年12月10日）のとりまとめ

総務省情報通信審議会答申にて「今後の検討課題」
とされた課題を検討するため、SWG体制を再編

総務省の情報通信審議会ＩＰネットワーク設備委員会（技術検討作業班）と連携して検討を行い、ＷＧの検討結果は、
情報通信審議会の答申へ反映され、総務省関係省令（事業用電気通信設備規則等）にて技術基準化されている



検討内容＜品質・機能ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第１期） 4

ネットワークの責任分担を明確化し、相互接続を円滑に進めるための品質の条件として、０ＡＢ
～Ｊ-ＩＰ電話事業者が自網内で満足すべき品質の条件を検討

・ １通信事業者が満たすべきUNI～UNI間のネットワーク品質
・ 相互接続された場合の１通信事業者が満たすべきUNI～NNI間のネットワーク品質

ネットワークと端末が機能を分担・連携してサービスを提供するために必要な端末の機能を検討
・ 利用者からの無効呼抑止のために必要な機能
・ 一斉発呼（登録）の防止機能
・ 網と端末との遠隔切り分け機能
・ サービス品質測定機能 等

UNI UNI
VoIP-TA ルータ VoIP-TAルータ

UNI-UNI間のネットワーク品質

既存の品質基準

メディア
変換装置

エンドエンド遅延： 150ms未満
R値： 80超

IPパケット転送遅延時間： 70ms
IPパケット転送遅延揺らぎ：20ms
IPパケット損失率： 0.1%

A事業者IP-NW
アナログ
電話端末

ルータ ルータ

標準的な端末形態

PSTN網

PSTN網

IP電話
端末

アナログ
電話端末

IP電話
端末

アナログ
電話端末

IPネットワーク

UNI-NNI間のネットワーク品質

IPパケット転送遅延時間： 50ms
IPパケット転送遅延揺らぎ：10ms
IPパケット損失率： 0.05%

B事業者
IP-NW

A事業者/B事業者は、いずれも
0AB~J番号のIP電話サービスを
提供する通信事業者。

POI(IPﾚｲﾔ相互接続)

標準的な端末形態

(標準的な端末形態のCODECに関する注釈）
ＩＰ電話端末／ＶｏＩＰ－ＴＡ／ﾒﾃﾞｨｱ変換装置
に実装されるＣＯＤＥＣが「Ｇ．７１１μ law（パ
ケット化周期２０ｍｓ）」であると想定

0AB～J-IP電話の品質に関する技術的条件

① 利用者からの無効呼抑止のために必要な機能
０ＡＢ～Ｊ-ＩＰ電話端末は、発信時に網が輻輳している旨のエラーレス

ポンス等の通知を受けた場合は、再呼を抑止するために利用者へその旨を何
らかの方法で通知する機能を有すること

② 一斉発呼（登録）の防止
網が端末からの登録を受付できない場合に、網から再登録要求の送信タイ

ミングについて指示が有った場合は、端末はその指示に従い送信タイミング
を調整し、また、網から再登録要求の送信タイミングについて指示が無い場
合は、端末が送信タイミングを調整し、再登録要求を行う機能を有すること

③ 網と端末との遠隔切り分け機能
端末は、網からのＩＰレイヤにおける疎通確認信号に対する応答信号を返

送する機能を有すること

④ サービス品質測定機能
端末は、End-to-endサービス品質情報を取得し、必要に応じネットワーク

へその情報を転送できる機能を有すること

0AB～J-IP電話の機能に関する検討結果

情報通信審議会答申(H19.1.24)へ反映され、事業用電気通信設備
規則に「ネットワーク品質」として規定(H19.11.21公布)

無効呼抑止／一斉発呼防止は、情報通信審議会答申(H21.7.28)
へ反映され、端末設備等規則に新たに規定(H22.7公布予定)



検討内容＜安全性・信頼性ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第１期）

課題項目 検討結果

安
全
性

重
要
通
信
等

の
確
保

緊急通報機能 ・IP電話における緊急通報の機能要件

重要通信の優先的取り扱
い

・優先的に取り扱うべき重要通信の定義

広域災害時における重要
通信等の確保の対策

・事業者間で重要通信を優先的に取り扱うためのルール等

輻輳対策 ・様々な異常輻輳から網を守るために必要な機能要件

個
人
認

証
・個
人

情
報

発信者番号偽装対策 ・発信者番号偽装への対策

個人情報保護 ・発信者情報や位置情報、その他利用者に係わる情報の保護対策

逆探知 ・発信者の特定等を実現するために必要なNW設備及び端末の要件

サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
策

端末における発信の規制
・自動再発信を行う端末の発信回数制限
・REGISTER呼の集中を防止するための端末の機能要件
・IP電話スパムやワン切り等の攻撃を防止するための端末の機能要件

緊急遮断
・ユーザ網及び相互接続網との間の不正アクセス等の流出入対策
・不正アクセス等の原因及び実施者の特定

通信の盗聴 ・通信の秘密を保護する対策

SIPと連動しない音声通信
流通の制限

・音声サービスにおけるP2P等を利用した電話端末への直接通信の扱い
・一般的なP2P等通信の扱い

端
末

機
器

端末のソフトウェア／ファー
ムウェア更新機能

・端末のソフトウェアの脆弱性に対する対策

信
頼
性

設
備
障
害

等

障害箇所の特定等 ・IPネットワーク上での障害箇所の特定

設備の損壊・故障および通
信路の途絶に対する対策

・設備故障等があった場合の予備機器への切替や複数経路化の在り方
・障害の波及防止のための措置

端末の停電対策 ・端末のバッテリー搭載等停電対策の考え方整理

広
域

災
害

緊急対応体制・事業者間の
情報連絡方法

・広域災害時に各社が取るべき緊急対応体制の在り方と会社間での情報
連絡方法の取り決め

音声通信の優先 ・他のIP通信に対して音声通信を優先させることの是非・仕組み

下線：0AB～J-IP電話の新たな技術的条件として望ましいとしたもの

5

安全性・信頼性に関して、発信者番号の正当性確保や、ネットワークと端末が機能を分担・連携
したサービス提供のための機能を検討

・ 発信者番号偽装防止対策
・ 自動再発信を行う端末の発信回数制限
・ 端末のソフトウェア／ファームウェア更新機能 等

①発信者番号偽装対策
電気通信事業者は、０ＡＢ～Ｊ-ＩＰ電話端末からの発信者番号の正当

性の検証を行い、正当でない発信者番号が検出された場合は、発信者番
号を無効にする等の措置を講ずること

②自動再発信を行う端末の発信回数制限
０ＡＢ～Ｊ-ＩＰ電話端末は、アナログ電話端末等と同様に、自動再発

信を行なう場合（自動再発信の回数が１５回以内の場合を除く）、その
回数は最初の発信から３分間に２回以内（最初の発信から３分を超えて
行なわれる発信は別の発信とみなす）とする機能を具備すること

③端末のソフトウェア／ファームウェア更新機能
０ＡＢ～Ｊ-ＩＰ電話端末は、その端末のソフトウェアに脆弱性が発見

された場合は、それを修復するための更新機能を具備すること

④ユーザネットワーク及び相互接続網との間の不正アクセス等
の流入／流出の対策

不正アクセスに対する緊急遮断実施のための技術的な方法については、
事業者の網設備やサービスの条件により多岐にわたると考えられるため
特に規定するものではないが、緊急遮断を行えるための基準等を明示す
るようなガイドラインの策定などが望ましい

重点的検討事項 具体的な検討課題

発信者番号偽装対策は、情報通信審議会答申(H19.1.24)へ反映され、事業用電気通信設備規則に規定(H19.11.21公布)

端末の発信回数制限については、情報通信審議会答申(H21.7.28)へ反映され、端末設備等規則に新たに規定(H22.7公布予定)



検討内容＜相互接続・運用性ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第１期）

分類 項目 検討結果

Cプレーンイ
ンタフェース

呼制御プロトコル規定 • 共通化が必要なオプション項目等、追加項目をTTCへフィードバック

低位レイヤ(L3/L4)のイン
タフェース規定

• TCP適用方式・IPプロトコルバージョン変換時のフォールバック手順に関して
TTC標準化を提案

番号方式 • 既存のTTC標準(JJ90.25)を流用し、FMCに関しては保留

サービス制
御機能

信号終端／接続処理
• 要求条件に応じ、ベースドキュメントに規定されていない情報のTTC標準化

を提案
• 接続品質規定：品質・機能SWGの検討に従う

セキュリティ確保
• 不正利用、不正アクセス（成りすまし）／SIP 脆弱性攻撃防止：安全性・信頼

性SWGの検討に従う
• 自網からの流出防止と他網からの流入防止の双方対策

Uプレーンイ
ンタフェース

インタフェース規定
• IPプロトコルバージョン変換時のフォールバック手順及びSDP情報・複数

CODECのネゴシエーション手順に関してTTC標準化を提案

トランスポー
ト(IPNW)機能

転送処理 • 品質・機能SWGの検討に従う

試験処理
• 呼のルーチング・品質に関する試験を可能とする
• SIP信号上での試験呼識別の実現方法についてTTC標準化を提案

セキュリティ確保
• ウィルス／ワーム等の流入／流出の防止
• 盗聴／RTP 偽装の防止（トポロジ隠蔽，秘密保持，DoS攻撃対策）

運用／課金

輻輳制御
• 具体的な通知方法は事業者間協議
• 再発呼による輻輳波及の防止

課金方式 • 共通ルール化要望が明確になれば、将来課題としてTTC標準化を提案予定

障害処理 • 事業者間での合意が必要

トーキ・ガイダンス • 基本的な考え方を提示し、具体的な方法に関しては事業者間協議とする

他網情報の授受
• TTC標準で規定された情報及びSIPサーバのIPアドレスを必須とし、その他

は事業者間協議とする

電話サービ
ス規定

サービス範囲
• 発ID通知/非通知を必須サービスとし、オプションサービスに関してTTC標準

化を提案
• 重要通信の範囲及びその優先的取り扱い：品質・機能SWGの検討に従う

品質規定
• SIP信号上での優先呼/一般呼の識別法・優先接続手順に関してTTC標準

化を提案

端末条件
インタフェース規定 • 品質・機能SWGの検討に従う

機能・品質規定
• TV電話・高品位電話に関する条件で新たな項目を明確化し、TTC標準化を

提案

6

相互接続・運用性に関して、インタフェース条件として標準化が望ましい項目を他ＷＧ及び標準
化団体等と連携しながら検討

・ トランスポートレイヤプロトコル ・ 接続先事業者の識別方法 ・ IPレイヤプロトコル
・ 符号則・ベアラ規定 ・ SIP信号情報要素の拡張について
・ オプションサービス範囲 ・ ネットワーク端末間のインタフェース規定

下線：0AB～J-IP電話の新たな技術的条件として望ましいとしたもの

① トランスポートレイヤのTCP＜TR-9024,TR-9025＞
NGNのUNI／NNIインタフェースにおける、TCPトランスポートによ

る接続方式の規定

② フォールバック手順の規定＜TR-9024＞
IPv6⇔IPv4再接続時のフォールバック手順の明確化を行い、エ

ラーレスポンスおよびWarningコードを明確化

③ 番号ポータビリティ規定＜TR-9022,9025＞
PSTNからIP網へ番号ポータビリティを実施したユーザに対する、

IP－IP接続を実現する為のIP網内でのリダイレクション手順

④ 利用コーデックの追加＜TR-9024＞
G.711μ-Lawを基本とし、新たに要望の上がったコーデックを追加

⑤ 発ユーザ種別＜TR-9022,TR-9025＞
試験呼を識別するためのSIP信号の拡張等の発ユーザ種別情報を交

換するための信号規定

⑥ 付加サービス規定＜TR-1015,TR-9024,TR-9025＞
着信転送サービス、メッセージサービス等の付加サービス

⑦ 優先呼などの識別＜TR-9022,TR-9025＞
優先呼を識別するためのSIP信号の拡張等の発ユーザ種別情報を交

換するための信号規定

⑧ ネゴシエーション手順＜TR-9024＞
④で追加規定する、コーデックのネゴシエーション手順の例

ＴＴＣ（情報通信技術委員会）への検討要望事項

ＴＴＣ標準（ TR-1015,TR-9022,TR-9024,TR-9025 ）へ反映

具体的な検討課題



検討内容＜次世代ＩＰネットワークＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第１期）

サービス名 検討結果

FMC 移動するユーザにアクセス網の変更を意識させることなく、シームレスに通信サービスを提供すること
がFMCの特徴であり、この観点から、IMS型、非IMS型の２つのサービスモデルを作成し、アクセス網切
り替えに伴う問題を提起

コンテンツ配信 配信サーバからエンドユーザへの区間において、マルチキャスト型、ユニキャスト型、ファイルダウン
ロード型の３タイプの転送を想定した基本配信モデルを作成し、基準化・標準化に向けて検討すべき課
題（品質条件、輻輳への対応、コンテンツの著作権管理など）を整理

電子メール 迷惑メールの課題を整理し、新たな解決法の必要性を問題提起するとともに、ディペンダブルなメール
システムを構築する１つの可能性として、NGNと従来メール配送システムの機能連携を例示

共通的事項 サービスに依存しない共通的事項を検討
・新たな重要通信・緊急通信の可能性を探ることを提案
・端末網と次世代ＩＰ網とのサービス別接続条件の検討の必要性を問題提起

7

IP電話以外の新たなサービスについて、技術基準検討のためのモデルを検討
・ FMC（汎用モビリティベース）サービス
・ オンデマンドコンテンツ配信＋マルチキャスト型映像配信
・ 電子メールサービス（NGN的発展性を考慮）

新たなサービスと、重要通信、通信の公平性、端末基準の共通的事項について調査・検討
・ 既存の基準・標準などの調査
・ 次世代IP網の価値の最大化する上での課題の提起
・ 技術基準化・標準化すべき課題の明確化と、今後の検討の方向性の整理

具体的な検討課題



検討内容＜ＩＰ電話ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第２期） 8

第１期での０ＡＢ～Ｊ-ＩＰ電話に関する技術的条件の課題に引き続き、０５０-ＩＰ電話サービスに
関して、多様な実現形態に留意して、 「疎通の確保」、「品質の確保」を維持するための、技術的
条件のあり方を検討

発番号偽装対策は、情報通信審議会答申(H20.3.26)へ反映され、事業用電気通信設備規則に規定(H20.9.17公布)

検討課題

◆疎通を確保するための課題
① 輻輳、不正アクセス時の規制、緊急遮断
② 輻輳の発生および波及を抑止するための端末の機能
③ 緊急通報、重要通信の扱い方
④ 停電や災害時の疎通対策
⑤ 実装基本コーデック
⑥ 発番号偽装対策

◆品質の確保
① 050-IP電話サービスの品質
② 高品質（広帯域）IP電話サービスの品質
③ テレビ電話サービスの品質
④ FAX通信サービスの品質
⑤ ネットワーク側での品質測定法
⑥ 端末側での品質測定、表示

◆その他
① 端末・網間、相互接続網間の継承情報
② アクセス手段、サービス事業者の選択
③ 機能の有無の確認方法

IP電話SWGの検討範囲

事業者Ａ
回線交換網

事業者Ｂ
回線交換網

事業者Ｃ
移動体網

自営網

事業者Ｄ
回線交換網

事業者Ａ
ＶｏＩＰ網

事業者Ｂ
ＶｏＩＰ網

端末・網ＳＷＧ

固定・移動
シームレスＳＷＧ



検討内容＜コンテンツ配信ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第２期）

品質条件の３階層モデル

ﾕﾆｷｬｽﾄ型
（ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ型）

ユニキャストストリーム

マルチキャストストリーム

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ型
（ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ型）

ﾕﾆｷｬｽﾄ/ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ型
（ﾌｧｲﾙ型）

データ転送

I-s

I-t

配信サーバとの
インタフェース

利用者端末との
インタフェース

ホームＮＷ／端末

ネットワーク

コンテンツ
配信サーバ

9

映像や音楽、音声、データ等のコンテンツを多数の利用者に配信する「コンテンツ配信サービス」
を対象として、基本的な技術課題の抽出と問題解決のための技術基準化・標準化等の方向性を
整理することを目的として検討を実施

・ 基本検討モデルの明確化：共通的技術要件議論を行うための汎用的モデルの抽出
・ 品質関連の技術課題：特に基本的な品質規定関連の技術にフォーカス
・ 安心・安全(セキュリティ)関連の技術課題：特にセキュリティ技術の観点で検討

コンテンツ配信サービスの基本検討モデル

・ ＱｏＥ：利用者が体感する満足感や要求の達成度合いを主観的に表
現する品質の階層

・ ＱｏＳ：サービスとして客観的かつ物理的に測定できる品質を表現
（映像の劣化頻度や操作応答速度等）

・ 構成要素の品質：サービスを構成する要素（配信サーバ・ネット
ワーク・端末等）が実現する品質

※品質関連の技術的条件については、以上の３階層でモデル化可能



検討内容＜固定・移動シームレスＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第２期） 10

次世代ネットワークを活用するサービスの一つと考えられる固定･移動シームレスサービスの普
及促進を目指し、技術基準・標準の在り方、課題・必要事項の明確化を図るための検討を実施

発端末 FMC端末

ローカル
位置管理
サーバａ

認証
サーバａ

呼処理
サーバａ

ローカル
位置管理
サーバｂ

認証
サーバｂ

呼処理
サーバｂ

ホーム
位置管理
サーバ

認証
サーバ

呼処理
サーバ

着信

位置情報問合せ

位置情報通知

着事業者変更依頼

ＦＭＣ端末への着信

ＦＭＣ端末へ着信

位置情報問合せ

位置情報通知

応答応答応答

ＦＭＣ端末へ
ＦＭＣ識別子で発信

通信事業者ａ FMC事業者 通信事業者ｂ

端末－端末間通信（サービス契約通信事業者網は経由しない）

事業者間インタフェース例

事業者間連携によるFMCサービスへの期待や需要によっては、事業者間連携という点からの
インタフェース、プロトコルの規定が必要になる。（信号オーバヘッドの可能性にも注意が必要）

※呼処理を３事業者で、位置管理を2階層で実行する信号シーケンス例

検討課題

・ 国内のFMCサービスの調査
・ 海外のFMCサービスの調査
・ FMCサービスの定義
・ FMCに関わる技術基準の調査
・ FMCに関わる国際標準の調査
・ 検討項目の抽出

-呼設定・ハンドオーバ時における利用者への通知内容と方法
- 事業者間協調に必要なインタフェース、プロトコル

前提とする利用シーン 通知が望まれる内容

第三者がFMCサービス契約者に発信する場合、
発信者側のダイヤルした番号への期待に反す
る可能性のある場合

① 課金レートが高くなること

② 品質が低下すること

③ 個人宛てのつもりが共用端末を呼び出
すこと

第三者がFMCサービス契約者に発信する場合、
着信者側への通知で利便性が高まる情報

④ 複数の人でシェアする固定電話に着信
された場合、特定個人宛であること

共用番号/個人番号で発信し、着信者への返
答用に個人番号/共用番号を示すシーン

⑤ 着信者が掛けなおす際に使用してほし
い番号としての発信者のFMC識別子

利用者への通知が望ましい情報

通知が望まれる情報 考えられる通知方法

第三者がFMCサービス契約者に発信する場合
に着信者へ以下を通知

① 課金レートが高くなること
② 品質が低下すること

(a) 発信者のダイヤルした番号のディスプ
レイ表示

(b) トーキーによるガイダンス

(c) メッセージ

通知が望ましい情報の通知方法

FMC事業者XYZ

発側事業者網

位置管理＆位置登録認証サーバ

移動事業者網

固定事業者網

FMC事業者ABC

認証サーバ
注）位置管理サーバ
を所有するＸＹＺ事
業者はその他の事業
者と同じ場合もある。

注）発端末
認証サーバ
を所有する
ＡＢＣ事業
者は発事業
者と同じ場
合もある

注）着端末が
どちらにある
かは何らかの
方法で位置管
理サーバに登
録する

FMCサービスの基本構成図



検討内容＜端末・網ＳＷＧ＞（技術基準検討ＷＧ第２期） 11

参加メンバの認識合わせ･理解の共有に注力しつつ、情報通信審議会IPネットワーク設備委員
会で提示された「端末・ネットワークとの接続」の課題について検討を実施

部分的な切り離しの検討モデル

参加メンバの認識合わせ
ｽﾃｯﾌﾟ１：関係法令や技術基準等についての理解とメンバの理解共有
ｽﾃｯﾌﾟ２：電気通信事業法における技術基準・技術的条件の定義の確認
ｽﾃｯﾌﾟ３：「技術基準」の適用範囲の確認

ｽﾃｯﾌﾟ３－１：サービスと「技術基準」の適用範囲の確認
ｽﾃｯﾌﾟ３－２：「技術基準」における具体的記載内容の確認
ｽﾃｯﾌﾟ３－３：「回線設備」の有無による適用範囲の確認
ｽﾃｯﾌﾟ３－４：「インターネット系のサービス」のSWGでの扱い

ｽﾃｯﾌﾟ４：「技術基準」の一般的な制定プロセスの確認および意識共有
ｽﾃｯﾌﾟ５：端末･網SWGにおける検討範囲の絞込み

事業者網

サービスストラタム

トランスポートストラタム

ＳＩＰｻｰﾊﾞ

ルータ

端末側

シグナリング
ソフト

Uﾌﾟﾚｰﾝ機能
＋CODEC

制御系
情報系
UI

従来の
責任
分界点

Ｃﾌﾟﾚｰﾝ

Ｕﾌﾟﾚｰﾝ

IPTVｻｰﾋﾞｽ

IP電話ｻｰﾋﾞｽ

IPTVｻｰﾋﾞｽ

IP電話ｻｰﾋﾞｽ

サ
ー
ビ
ス

回
線
設
備

（A）

（A）

（B）

（B）

（B）

（B）
（C）

（C）

(Ａ) サービス毎の切り離し（上記例ではＩＰＴＶサービスやＩＰ電話サービス）
(Ｂ) 機能毎の切り離し（CﾌﾟﾚｰﾝとUﾌﾟﾚｰﾝ）
(Ｃ) 論理的な切り離し（通信ソフトとサービスソフトの間など）

※従来の切り離しの概念（全体切り離し）だけではなく、
上記の部分切り離しも将来の有効な手段である。

検討課題

① 端末網の品質基準の在り方
End～End品質確保の観点から、端末網の影響を考慮した場合の端末・網インタフェースでの
品質基準の在り方

② 端末とネットワークの接続条件、相互接続性
IPベースの多様な端末と網との接続において、サービスに応じた接続手順・制御について、
技術基準化等が必要なもの（接続パラメタ、認証方法、責任分界点の切分方法等）を明確化

③ 安全性の確保
セキュリティとプライバシー確保のために、端末と網相互で取り決めるべき事項、基準等の
在り方（サービス妨害攻撃防御機能、なりすまし防止機能、プライバシー保護機能等）

④ 利便性の向上
端末と次世代IPネットワークの相互発展シナリオ（機能分担など）の検討、課題の抽出

⑤ 共通事項
サービスイメージ・機能モデルの明確化（分界点の定義の明確化等）

・ 責任分界点の切り分け方法に関する調査・検討（→右図のモデル）

・ 端末と次世代IPネットワークの相互発展シナリオに関する調査・検討

・ ライフライン性に関する調査・検討

一部課題については、検討の背景や言葉の定義に遡って検討

多層のサービス階層を記述する検討モデル

端末

ＩＴサービス（情報処理サービス、デー
タセンターのサービス）

電気通信事業者網サービス

①電気通信回線設備
を有する電気通信
事業者サービス

②電気通信回線設備
を有しない電気通
信事業者サービス

③電気通信事業法
外の情報通信
サービス

電気通信事業者設備＋ＩＴサービス設備端末設備

例：検索サービスや電子入札システム

例：電子メール
インターネットサービス

例：電話、ＩＳＤＮなど
端末を回線設備
に接続する上で
技術基準がある

旧２種接続
では術基準
は現状ない

端
末
に
も
各
サ
ー
ビ
ス
階
層
に

対
応
し
た
機
能
あ
り

サービス階層が多層化する状況について責任区分点（責任分担上の境界）を検討



フェムトセル運用ガイドラインの策定 12

超小型の携帯電話基地局であるフェムトセルが開発され、新たな携帯電話サービスの提供が
検討されはじめたことに伴い、フェムトセル基地局を活用した携帯電話サービスの円滑かつ効率
的な提供のため検討を実施（平成20年4月～12月）

・ 通話品質等の確保方法
・ 障害等発生時の責任分担
・ 緊急通報位置情報通知の確保方法
・ トラフィック情報の共有
・ 通信内容の秘匿措置 等

総務省が「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱
い方針」を公表（平成20年4月17日）

フェムトセル運用ガイドライン策定の経緯

技術部会とＩＰ端末部会で連携して検討を行い、平成20年12月10日に「フェムトセル基地局を利
用した携帯電話サービスを円滑に提供するための運用ガイドライン」を公表

サービス提供実施のために、関係事業者間で協議・検討の上、具体化等が必要と
なる事項については、関係事業者が参加する次世代ＩＰネットワーク推進フォーラム
を活用して、その標準的な取扱いを検討し、整理するとされた。

技術部会
部会長：後藤 滋樹（早稲田大学教授）

固定・移動ｼｰﾑﾚｽＳＷＧ
主査：加藤 正文（富士通）

技術基準検討ＷＧ
リーダ：堀越 博文（ＮＴＴ）

ＩＰ端末部会
部会長：相田 仁（東京大学大学院教授）

責任分担モデルＷＧ
リーダ：平野 晋（中央大学教授）

連
携

フェムトセルサービスの一層の進展にあわせ、引き続きガイドラインの運用・見直しが必要



フェムトセル運用ガイドラインの概要 13

ブロードバンド
（ブロードバンド回線事業者・ＩＳＰ） フェムト

セル基地局

マクロセル

携帯コアネットワーク

（ＯＮＵ）

ルータ等

宅内（構内）配線

携帯電話事業者は、エンドエンドの通話品質を通常の携帯電話サービスと同等にするよう努める必要

（１）機能
①エンドエンド品質
②セキュリティ
③緊急通報位置情報通知
④携帯電話事業者による管理・運用

（２）事業者間協議事項
①回線利用の条件
②フェムトセル基地局の設置位置確認のた

めの事業者間協議事項
③携帯電話契約とブロードバンド回線契約

の契約名義の確認方法

（３）障害発生時等の責任分担モデル
①携帯電話事業者が全面的な利用者対応を行うことができる仕組みの構築
②責任分担の明確化
③事業者間の情報共有や責任の切り分け方法の明確化

（４）利用者への事前説明・周知事項
①フェムトセル基地局契約者に対する事前説明・周知事項
②フェムトセル基地局契約者以外の利用者一般に対する事前説明・周知事項

・ 携帯電話事業者は、利用者に対し責任を持ってフェムトセル基地局サービスを提供する必要。

・ フェムトセル基地局サービスでは、利用者契約のブロードバンド回線等の利用が想定されるが、
通常の基地局方式の携帯電話と同等の品質が確保される必要。

・ 同サービスの円滑な導入のため、携帯電話事業者とブロードバンド回線事業者及びＩＳＰとの
間で予め協議すべき事項等について検討が必要。


